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～ ５月度 役員会報告 ～ 
 
令和8年５月度の役員会が、令和8年５月2日

（土）１９:００～１９:４５に『ふれあい会館』に
て、塚本副会長の司会で開催されました。門谷会
長の挨拶に続き、一般活動報告、各専門部・委員
会からの報告及び提案事項に対する審議を行いま
した。 

 

１．一般活動報告   

１）南地区町内会・自治会連合会 
・４月１９日（日）１４：００～１５：３０「２
０２５年度第１１回定例役員会」が開催されま
した。（飯野会長 於:原町内会：原クラブ会
館）①２０２５年度第１１回地区長会議報告②
南地区定期総会の準備等について協議しまし
た。その後、南地区新旧役員の引継ぎを行いま
した。 

 
２）金森地区コミュニティバス運行協議会 
・４月９日（木）１０：３０～１１：３０「令
和７年度会計監査」が実施されました。 

 （望月副会長 於：都営金森中央第９自治
会） 

・４月１３日（月）「三者協議会」（町田市、神奈
中タクシー、運行協議会）が開催されました。
（望月副会長 於：町田市役所）①令和７年度
のバス運行状況、②令和７年度の活動状況、③
令和８年度全体会議（総会）の日程について協
議しました。 

 

２．専門部・委員会報告   

１）令和８年度副会長の担当専門部 
・今年度の副会長担当専門部は、下記の通りとし
ますのでよろしくお願いします。 

   １．塚本副会長：厚生部、環境部 
   ２．萱田副会長：防犯交通部、広報部 

２）総務部 
・４月１９日（日）１０：００～１１：３０ 
成瀬が丘自治会「第５９回定期総会」を開催 

 
 
しました。（役員、代議員 計１０４名 於：
ふれあい会館ホール）令和７年度事業報告・
会計報告及び監査報告、令和８年度役員改
選・事業計画（案）・予算（案）の５議案が
承認可決されました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・総会終了後１１：４０～１２：２０「班長業務
説明会」と「区長・班長顔合わせ」を行いまし
た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第５９回定期総会の様子 

成瀬が丘自治会広報 
       令和 8年５月 8 日・令和 8 年度 第３号 

                  成瀬が丘自治会 発行    「自治会の活動資金」となります。 
ご協力をお願い致します。 

 

区長・班長顔合わせの様子 

班長業務説明会の様子 

月  ５ 月 

毎金曜日・毎日曜日 

集積所 1２:00 まで 

資源物回収日（雨天決行） 
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❐「第５９回成瀬が丘自治会定期総会報告」広報
を５月度広報と同時に全会員に配布します。 

 

３）環境部 
・４月１９日（日）９：００～「各丁目児童公園
清掃」を実施しました。（於:各丁目児童公園）
１丁目１６名、２丁目７名、３丁目１０名 計
３３名の方にご参加いただきました。 

   令和７年度メンバーによる最後の清掃とな
りました。関係者の皆様、1年間ありがとうご
ざいました。今後ともよろしくお願いいたしま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４）防犯交通部 
・４月度の防犯パトロール報告：１丁目１２名、
２丁目２１名、３丁目１８名 計５１名の方に
ご参加いただきました。ご協力ありがとうござ
いました。 

 

５）フラワーロードフェスティバル（ＦＲＦ） 

打ち合わせ会 
・４月２８日（火）１８：００～２０：００「Ｆ
ＲＦ打ち合わせ会」を開催しました。（自治会：
門谷会長他３名 商店街振興組合：瀬戸会長他３
名 於：自治会館）昨年度の FRFの実績を踏
まえて今年度の FRFの取り組み方針等につい
て協議しました。 

 

３．審議事項と今後の予定等  

１）相談役の選任 
・令和８年度の相談役を歌田 利弘氏（１丁目
１区）、木目田 弘氏（１丁目１区）、飯野 
敬治氏（２丁目 1 区）、岡庭 清氏（３丁目
３区）の４名に会長が依頼し承諾を頂きまし
た。また本選任は５月２日の役員会において
承認されました。 

 

２）総務部 
❐「令和８年度役員・班長名簿」を５月度広報と
同時に全会員に配布します。 

・新班長は各班の会費を集金して区長に届け、
区長はまとめて事務局へ提出してください。 
提出期限： 

班長→区長  ５月２３日（土）まで 
区長→事務局 ５月２６日（火）まで 

 ※自治会費は、小銭のままではなく大きいお金
に纏めていただくようお願いします。 

・５月２４日（日）１０：００～「総務部・自主
防災部・防犯交通部合同全体会議」を開催しま
す。（於：ふれあい会館） 
❐「総務部・自主防災部・防犯交通部合同全体会
議の開催について」を５月度広報と同時に区長、
班長に配布します。 

 
３）環境部 
・５月１７日（日）９：００～「各丁目児童公園
清掃」を実施します。（於：各丁目児童公園）
令和８年度メンバーによる最初の清掃となりま
すので、ご協力をお願いします。 

 
４）防犯交通部 
・５月度の防犯パトロールを実施します。令和７
年度の区長、班長は５月まで参加をお願いしま
す。 

・５月１７日（日）１０：３０～ 「防犯推進委
員チーフ会議」を開催します。（於：自治会館
２階） 
❐「防犯推進委員チーフ会議開催のご案内」を
４月下旬に防犯推進委員チーフに配布しまし
た。 

・５月２４日（日）１０：００～「総務部・自主
防災部・防犯交通部合同全体会議」を開催しま
す。（於：ふれあい会館）開催時刻、場所等に
ついては、２）総務部 の同会議の記載内容と
同様です。 
❐「総務部・自主防災部・防犯交通部合同全体会
議の開催について」を防犯推進委員チーフには
別途配布します。 

 
５）自主防災部 
・５月１０日（日）１０：００～「自主防災部
リーダー会議」を開催します。（於：自治会館
２階）令和８年度の活動計画の検討を行います。 
❐「自主防災部リーダー会議の開催のお知らせ」
を４月下旬に関係者に配布済みです。 

・５月２４日（日）１０：００～「総務部・自主
防災部・防犯交通部合同全体会議」を開催しま
す。開催時刻、場所等については、２）総務部
の同会議の記載内容と同様です。 
❐「総務部・自主防災部・防犯交通部合同全体会
議の開催について」を自主防災部リーダーには
別途配布します。 

 

１丁目公園清掃の様子 
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６）ＦＲＦ企画委員会 
・５月２２日（金）１９：００～「ＦＲＦ企画委員
会」を開催します。（於：ふれあい会館） 
❐「フラワーロードフェスティバル企画委員会の
開催のお知らせ」を５月初旬に関係者に配布済
です。 

 
７）南地区町内会・自治会連合会 
・５月１０日（日）１４：００～「２０２６年度
定期総会」が開催されます。（於：小川会館） 

 
８）町田市町内会・自治会連合会 
・５月１７日（日）１４：００～「２０２６年度
定期総会」が開催されます。（於：市民フォーラ
ム３階ホール） 

 

９）小川高校学校運営連絡協議会 
・５月１５日（金）１６：００～「第１回学校運営
連絡協議会」が開催されます。（於：小川高校応
接室） 

 
１０）小川小学校運営協議会 
・５月２８日（木）１０：３０～「第１回学校運営
協議会」が開催されます。（於：小川小学校２階
会議室） 

 
 
１１）金森地区コミュニティバス運行協議会 
・５月２０日（水）１８：００～「全体会議」が
開催されます。（於：金森中央会館） 

 
                   

 

【訃報連絡】 
 

謹んで、ご冥福をお祈り申し上げます。 

２丁目２区 ６班  韮塚 昭勝 様 

３丁目１区 ２班  成田 雅弘 様 

３丁目３区２Ａ班  小野内 秀子 様 

【自治会資源回収について】 

 「自宅前での資源回収」は４月から行っておりません。 

毎週、金曜日と日曜日の週２回、集積所での回収となりました。 

ご不便をおかけしますが、 

両日とも１２時までにお近くの集積所にお出しください。 

【防犯情報１】 

☆町田市不審者・犯罪情報メールより（南地区） 
町田市（町田署管内）事件状況（３月２３日～４月１９日現在） 

◎侵入窃盗５件：南成瀬（２）、東玉川学園、木曽東、成瀬台 

※建物に侵入され、現金等を窃取されたものの件数 
 



- 4 - 

 

 

【防犯情報２】 

【防犯対策】 
●在宅時・短時間の外出でも玄関や窓に必ず鍵をかけるなど、戸締りを徹底する。 
●防犯フィルムやセンサーアラーム等の防犯機器を活用する。 

●窓に補助錠を取り付け二重施錠する。 
 

◎特殊詐欺（町田市全域）：実被害 １２件 
オレオレ詐欺：８件（三輪緑山（２）、野津田町、小山町、金井、森野、つくし野、 

成瀬が丘） 

還付金詐欺：２件（森野、金井ヶ丘） 

キャッシュカード詐欺：１件（本町田） 

架空料金請求詐欺：１件（図師町） 

 
【町田市内などで確認されている手口例】 
〇オレオレ詐欺 
・警察官を名乗る男から「偽造通貨の容疑で逮捕した犯人があなたも犯人グループの一員で

あると証言している」「指示に従わないとあなたも逮捕される」「容疑を晴らすため、あな
たの銀行口座のお金を指定する口座に振り込んでください」等との電話があり、騙されて、
犯人の口座に送金してしまったもの。 

・警察官を名乗る男から「マネーロンダリングの容疑で逮捕した犯人が、あなたからキャッ
シュカードを受け取ったと話している」「指示に従わないとあなたも逮捕される」「身分の

潔白を証明するため、指定する口座に振り込んでください」等との電話があり、騙されて、
指定する口座にお金を振り込んでしまったもの。 

・暴力団の組員を名乗る男から「あなたの娘さんが組の車と交通事故を起こして車を傷つけ
た」「手を打つからお金を用意して、指定する場所のポストに現金を入れてくれ」等と電
話があり、騙されて、指定された場所のポストに現金を入れてしまったもの。 

〇還付金詐欺 
・市役所職員を名乗る男から「医療費に関する制度が改正されて医療費が戻ります」「銀行
のＡＴＭで手続きできます」「ＡＴＭに着いたらサポートセンターに電話してください」
等と電話があり、ＡＴＭに行き携帯電話で教えられた電話番号に電話し、指示通りにＡＴ
Ｍを操作して現金を振り込んでしまったもの。 

〇キャッシュカード詐欺 
・銀行員を名乗る男から「あなたが持っているキャッシュカードは古いです」「使用できな
いようにするため、これから自宅に伺います」等との電話があり、自宅に来た銀行員を名
乗る男にキャッシュカードを渡し、偽物とすり替えられ騙し取られたもの。 

 
【特殊詐欺被害防止のための防犯対策】 
●市役所職員が、通帳やキャッシュカードを預かることは絶対にない 
●警察が、捜査名目で送金を求めることは絶対にない 
●「カードを預かる」「カードを取りに行く」は詐欺を疑う 

●電話で「お金の話」が出たら詐欺を疑う 

【２０２６年１/１～４/１９市内の特殊詐欺被害累計】 

被害認知件数：３３件 

被害額：約１億５，１６１万円 


